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林
寺
小
学
校
に
掲

げ
ら
れ
た
横
断
幕

生
野
本
通
り
商
店

街
に
あ
る
横
断
幕

大阪市解体許すな
「総合区」で「都」構想へ誘導

　

大
阪
市
対
策
連
絡
会

議
は
８
月
26
日
総
会
を

開
催
し
、
地
下
鉄
・
市

バ
ス
民
営
化
反
対
、「
市

政
改
革
プ
ラ
ン
２
・
０
」

に
よ
る
大
阪
市
解
体
反

対
、「
総
合
区
・
特
別

区
説
明
会
」
の
取
り
組

み
、
２
０
１
７
年
度
予

算
に
対
す
る
要
望
交
渉

（
９
月
23
日
、30
日
）、

市
会
開
会
日
宣
伝
（
９

月
16
日
）
な
ど
の
当
面

の
取
り
組
み
の
意
思
統

一
を
行
い
ま
し
た
。

　

大
阪
経
済
大
学
の
柏

原
誠
教
授
が
講
演
「
大

阪
市
の
住
民
自
治
を
考

え
る
―
『
総
合
区
』

と
は
何
か
？
」
を
行
い

ま
し
た
。

　

大
阪
市
は
「
総
合
区

・
特
別
区
（
新
た
な
大

都
市
制
度
）
に
関
す
る

意
見
募
集
・
説
明
会
」

を
24
区
で
順
次
開
催
す

る
と
し
８
月
31
日
此
花

区
で
始
め
ま
す
。
し
か

し
、
総
合
区
と
特
別
区

を
比
較
す
る
こ
と
自
体

間
違
い
で
あ
り
、
市
民

を
だ
ま
し
、
住
民
投
票

で
否
決
さ
れ
た
特
別
区

設
置
＝
「
都
」
構
想
を

再
び
市
民
に
押
し
つ
け

る
も
の
で
す
。

　

特
別
区
は
大
阪
市
を

廃
止
し
設
置
す
る
も

の
、
総
合
区
は
大
阪
市

の
も
と
で
行
政
区
の
権

限
を
強
め
住
民
自
治
の

拡
充
を
目
指
す
も
の
で

す
（
表
参
照
）。
公
選

区
長
と
区
議
会
を
も
つ

基
礎
的
な
地
方
公
共
団

体
で
あ
る
特
別
区
を
総

合
区
と
比
較
す
れ
ば
権

限
も
財
源
も
あ
る
よ
う

に
見
え
ま
す
。
し
か

し
、
住
民
投
票
で
明
ら

学
校
統
廃
合
反
対

学
校
、地
域
に
幕学

校
事
務
職
員
身
分
取
扱

権
限
委
譲
で
市
教
委
提
案

エ
セ
同
和
利
権
復
活
を
許
す
な

　
　
　
　
「
部
落
差
別
解
消
推
進
法
案
」反
対

　

自
民
、
公
明
、
民
進

３
党
が
議
員
立
法
で

「
部
落
差
別
の
解
消
の

推
進
に
関
す
る
法
律

案
」
を
５
月
に
衆
院
に

提
出
、
秋
の
臨
時
国
会

で
成
立
を
狙
っ
て
い
ま

す
。
民
主
主
義
と
人
権

を
守
る
府
民
連
合
（
民

権
連
）
が
７
月
30
日
に

緊
急
学
習
会
を
開
催
し

ま
し
た
。

　

石
川
元
也
弁
護
士

は
、
部
落
差
別
事
象
は

明
ら
か
に
減
少
し
て
お

り
、「
新
法
案
を
必
要

と
す
る
立
法
事
実
は
な

い
」と
断
言
し
ま
し
た
。

　

民
権
連
の
谷
口
委
員

長
は
、「
部
落
問
題
解

決
に
背
を
向
け
、『
確

認
糾
弾
』『
利
権
あ
さ

り
』
復
活
の
た
め
の
根

３
年
連
続
引
上
給
与
・一
時
金

配
偶
者
手
当
半
減
反
対

人事院勧告

か
に
な
っ
た
よ
う
に
、

大
阪
市
の
権
限
と
財
源

が
大
阪
府
に
吸
い
上
げ

ら
れ
、「
大
阪
市
民
は

大
阪
府
に
従
属
す
る
特

別
区
民
に
成
り
下
が

る
」
の
が
実
態
で
す
。

ま
た
、
総
合
区
に
つ
い

て
法
に
は
な
い
の
に
効

率
性
か
ら
合
区
を
前
提

と
し
て
い
る
こ
と
も
問

題
で
す
。

　

そ
も
そ
も
維
新
政
治

は
住
民
自
治
を
拡
充
す

る
考
え
は
あ
り
ま
せ

ん
。
統
治
機
構
改
革
‐

知
事
の
権
限
を
強
化

し
、
大
型
開
発
な
ど
を

進
め
よ
う
と
す
る
も
の

で
す
。
市
民
の
共
同
は

「
変
え
る
べ
き
も
の
は

『
制
度
』
で
は
な
く

『
政
策
』」
を
一
致
し

て
要
求
し
、「
今
必
要

な
の
は
、
膨
大
な
労
力

や
時
間
を
要
す
る
よ
う

な
大
規
模
な
仕
組
み
の

変
更
で
は
な
く
、
区
政

会
議
の
充
実
」「
住
民

自
治
の
強
化
を
図
っ
て

い
く
こ
と
で
す
。」（
住

民
投
票
・
投
票
広
報
）

真
の
住
民
自
治
と
都
市

内
分
権
が
求
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

市対連総会

　

「
子
ど
も
は
地
域
の

宝
、
学
校
は
地
域
の
シ

ン
ボ
ル
で
す
。
こ
れ
ま

で
も
、
こ
れ
か
ら
も
、

林
寺
は
私
た
ち
の
誇
り

で
す
。」（
林
寺
連
合
振

興
町
会
・
林
寺
小
学
校

Ｐ
Ｔ
Ａ
・
林
寺
小
学
校

同
窓
会
・
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
長

会
）、「
小
・
中
学
校
統

廃
合
計
画
案
は
撤
回
を

!!
学
校
は
地
域
の
宝
」

（
ヘ
ル
ス
コ
ー
プ
お
お

さ
か
田
島
診
療
所
地

区
）
の
横
断
幕
が
学
校

・
商
店
街
に
掲
げ
ら
れ

ま
し
た
。

　

生
野
西
部
の
８
小
学

校
・
１
中
学
校
を
廃
校

に
す
る
計
画
案
に
反
対

す
る
運
動
が
広
が
っ
て

い
ま
す
。

　

７
月
７
日
、
市
教
委

は
「
平
成
29
年
度
に
府

費
負
担
教
職
員
の
給
与

負
担
等
が
大
阪
府
か
ら

大
阪
市
へ
移
譲
さ
れ
る

こ
と
に
よ
り
、
学
校
事

務
職
員（
府
費
負
担
）を

学
校
事
務
職
員
（
市
費

負
担
）
に
転
任
す
る
こ

と
に
伴
っ
て
変
更
す
る

学
校
事
務
職
員
の
身
分

取
扱
い
等
に
つ
い
て
」

を
提
案
し
ま
し
た
。
提

案
概
要
は
①
平
成
29
年

４
月
１
日
付
で
、
学
校

事
務
職
員
（
市
費
負

担
）
に
転
任
す
る
も
の

と
し
、
採
用
区
分
を
一

体
化
す
る
。
②
転
任
後

は
、
学
校
事
務
職
員

（
市
費
負
担
）
の
行
政

職
給
料
表
を
適
用
す

る
。
号
給
の
決
定
に
つ

い
て
は
、
別
途
提
案
す

る
。
③
転
任
後
の
職
務

の
級
及
び
標
準
的
な
職

　

夏
休
み
は
リ
ラ
ッ

ク
ス
＆
学
習
の
時

期
！
平
和
に
つ
い
て

学
ぶ
機
会
が
と
て
も

多
い
で
す
。
学
校
が

始
ま
る
と
忙
し
さ
に

お
わ
れ
て
、
学
ぶ
余

裕
す
ら
な
く
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。
71
年

前
の
戦
争
に
つ
い
て

知
る
こ
と
だ
け
で
な

く
、
そ
こ
か
ら
「
今

の
日
本
は
戦
争
す
る

国
に
な
っ
て
い
な
い

だ
ろ
う
か
」
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
も
考

え
て
い
か
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

　

７
・
８
月
、
青
年

部
で
は
、
12
月
の

「
ゆ
い
ま
～
る
」
沖

縄
行
動
に
向
け
て
、

学
習
会
を
行
い
ま
し

た
。
７
人
が
参
加

し
、「
沖
縄
に
つ
い

て
考
え
よ
う
」
を
テ

ー
マ
に
学
び
の
深
ま

る
と
て
も
い
い
時
間

に
な
り
ま
し
た
。
参

加
し
た
青
年
は
、

「
沖
縄
に
つ
い
て
、

戦
争
や
平
和
問
題
に

つ
い
て
広
く
話
す
こ

と
が
で
き
て
よ
か
っ

た
」「
沖
縄
で
生
き

る
人
の
闘
い
を
考
え

て
い
き
た
い
」
な
ど

の
感
想
が
あ
り
ま
し

た
。
今
後
も
続
け
て

い
く
予
定
で
す
。 

２
学
期
も
忙
し
い
毎

日
で
す
が
、
交
流
会

や
学
習
会
に
参
加
し

て
、
つ
な
が
り
と
学

び
の
輪
を
広
げ
て
い

き
ま
し
ょ
う
。

た
ん
ぽ
ぽ

　
　 

だ
よ
り
9月

拠
法
づ
く
り
を
狙
う

『
部
落
差
別
永
久
化
法

案
』
は
必
ず
葬
り
去
ろ

う
」
と
呼
び
か
け
ま
し

た
。

　

自
民
党
は
「
解
同
」

な
ど
の
動
き
を
取
り
込

み
つ
つ
、
国
民
管
理
に

利
用
、
国
民
主
権
の
憲

法
を
、
国
が
人
権
を
管

理
す
る
も
の
へ
改
悪
す

る
こ
と
を
狙
っ
て
い
ま

す
。
憲
法
改
悪
、
部
落

差
別
永
久
化
・
エ
セ
同

和
利
権
復
活
法
案
を
許

し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

生野

き
、
採
用
区
分
一
体
化

後
の
異
動
先
は
、
小
学

校
、
中
学
校
、
高
等
学

校
及
び
教
育
委
員
会
事

務
局
と
す
る
。
⑥
平
成

29
年
度
採
用
の
学
校
事

務
職
員
は
、
前
述
の
所

属
で
公
金
の
予
算
管
理

・
執
行
、
学
校
徴
収

金
、
物
品
会
計
、
給

与
、
旅
費
な
ど
の
事
務

を
つ
か
さ
ど
る
職
と
し

て
採
用
。
⑦
主
幹
・
主

任
の
職
務
内
容
は
、
学

校
事
務
職
員
の
基
本
的

な
職
務
の
外
に
、
学
校

間
連
携
に
関
し
※
別
表

に
掲
げ
る
職
務
の
級
に

相
当
す
る
標
準
的
な
職

務
に
従
事
す
る
も
の
と

し
、
そ
の
具
体
的
な
内

容
は
別
途
提
示
す
る
。

以
上
が
提
案
で
す
が
、

賃
金
・
労
働
条
件
の
肝

心
な
部
分
が
別
途
提
案

・
別
途
提
示
と
な
っ
て

い
ま
す
。
す
べ
て
の
分

会
か
ら
の
職
場
要
求
書

を
力
に
し
て
、
今
後
も

市
教
委
等
と
の
交
渉
を

す
す
め
て
い
き
ま
す
。

務
並
び
に
昇
任
昇

格
の
基
準
は
、
※

別
表
の
と
お
り
と

す
る
。
転
任
の
基

準
は
、
※
別
表
の

と
お
り
と
す
る
。

④
平
成
29
年
４
月

１
日
以
降
、
３
級

～
５
級
に
在
級
す

る
学
校
事
務
職
員

は
降
任
の
申
し
出

が
で
き
る
も
の
と

す
る
。
⑤
教
職
員

人
事
異
動
基
本
方

針
第
５
項
に
基
づ

　

人
事
院
は
８
月
８

日
、
国
家
公
務
員
の
給

与
に
関
す
る
勧
告
等
を

行
い
ま
し
た
。
①
月
例

給
７
０
８
円
、
０
・
17

％
引
き
上
げ
（
初
任
給

は
１
５
０
０
円
引
き
上

げ
、
若
年
層
も
同
程
度

の
改
善
、
他
は
４
０
０

円
を
基
本
に
改
定
）。

一
時
金
は
０
・
１
月
引

き
上
げ
て
年
間
４
・
30

月
、
す
べ
て
勤
勉
手
当

に
充
当
、
３
年
連
続
と

な
る
俸
給
表
の
水
準
と

一
時
金
の
引
き
上
げ
を

と
な
り
ま
し
た
。
②
配

偶
者
手
当
現
行
１
万
３

千
円
を
６
５
０
０
円
に

半
減
。
そ
の
原
資
で
子

に
係
る
手
当
を
６
５
０

０
円
か
ら
１
万
円
に
引

き
上
げ
る
「
扶
養
手
当

の
見
直
し
」
を
勧
告
し

ま
し
た
。
扶
養
手
当
受

給
者
の
半
数
を
超
え
る

７
万
７
千
人
余
り
が
労

働
条
件
引
き
下
げ
と
な

り
ま
す
。

　

３
年
連
続
の
ベ
ア
勧

告
は
闘
い
の
成
果
で
す

が
、
そ
の
水
準
は
生
活

改
善
に
は
ほ
ど
遠
い
も

の
で
す
。
労
使
協
議
を

尽
く
さ
ず
、
配
偶
者
手

当
切
り
下
げ
勧
告
は
、

人
事
院
の
使
命
に
反
し

た
暴
挙
で
す
。
改
善
部

分
の
早
期
実
施
と
配
偶

者
手
当
の
改
悪
阻
止
、

「
給
与
制
度
の
総
合
的

見
直
し
」
を
中
止
さ
せ

る
た
た
か
い
を
引
き
続

き
強
化
し
、
地
方
人
事

委
員
会
で
の
改
善
勧
告

を
め
ざ
し
ま
す
。

国の大都市制度の取組み
「特別区設置法」（2012年）

●�指定都市等を廃止し、複
数の特別区を設置するこ
とが可能に（公選区長と
区議会を有する）

●広域機能を道府県へ一元化

地方自治法の一部改正（2014年）

●�指定都市において、行政
区に代えて総合区を設置
することが可能に（都市
内分権による住民自治の
拡充）

府費 市費への転任基準 市費
１級 主事 在級５年未満市１級

以上は市２級
１級

２級 　事務
　副主任

在級６年以上で選考
合格者市３級

２級

３級
３級 事務主任 事務主任等市４級 ４級
４級 事務主幹 事務主幹等市５級 ５級

※


